
※ 配偶者控除、配偶者特別控除は下記の要件も満たす必要があります。
〇 民法の規定による配偶者であること（内縁関係の人は該当しません。）。
〇 納税者と生計を一にしていること。
〇 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者
　 の事業専従者でないこと。
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